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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。 

  また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。 

 第１四半期連結会計期間においてSURUGA POLSKA Sp. z o. o.は、重要性が低下したため、連結の範囲

から除外しております。 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期 

第３四半期 
連結累計期間

第52期 
第３四半期 
連結累計期間

第51期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 98,145 127,152 134,844 

経常利益 (百万円) 12,649 15,075 16,895 

四半期(当期)純利益 (百万円) 6,945 9,338 9,880 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 7,723 11,784 12,089 

純資産額 (百万円) 97,868 113,075 103,630 

総資産額 (百万円) 121,395 152,432 136,302 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 77.64 103.08 110.28 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 77.50 102.64 110.04 

自己資本比率 (％) 80.0 73.8 75.6 
 

回次
第51期 

第３四半期 
連結会計期間

第52期 
第３四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年10月１日 
至  平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 32.57 36.28 
 

２ 【事業の内容】

― 2 ―



第２ 【事業の状況】 

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変

動又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありませ

ん。 

  

  特記事項はありません。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、為替の円安傾向継続と株価上昇に伴い輸出関連企

業の業績が持ち直してきたことなどから、緩やかに回復してきております。低迷していた欧州経済は、

英、独を中心に持ち直しの動きが見られ、また米州経済も回復傾向となっており、設備投資も持ち直し

ております。一方、近年世界経済をリードしてきたアジア各国においては、中国の景気減速などの影響

を受け、生産活動が伸び悩む情勢が継続しております。 

このような環境においても、当社グループは高品質・短納期・低価格を追求するとともに高い納期遵

守率を維持しております。さらに、海外の全現地法人に導入したウェブカタログやウェブ受注システム

により、「設計時間・発注の手間を削減したい」という顧客の潜在ニーズに応えるなど、価格だけでな

く利便性の向上にも取り組んでおります。国際市場では、インドネシアに設立した現地法人にて販売を

開始するなど、アジアを中心に営業拠点を拡充することで販売力を強化すると同時に、最適調達を目的

とした現地生産・現地調達の取り組みも着実に実を結んでおります。また、欧米においても、平成24年

11月にDayton Progress Corporation（以下Dayton 社）及びAnchor Lamina America, Inc.（以下

Anchor Lamina社）を買収し、新たな顧客層を取り込むことで、従前より行っているミスミブランドに

よる販売と合わせて大きく売上高を伸長することができました。 

この結果、連結売上高は1,271億５千２百万円、対前年同期比で290億７百万円（29.6％）の増収とな

りました。利益面につきましては、営業利益は150億１千３百万円、対前年同期比22億１千４百万円

（17.3％）の増益、経常利益は150億７千５百万円、対前年同期比で24億２千６百万円（19.2％）の増

益、四半期純利益は93億３千８百万円、対前年同期比で23億９千３百万円（34.5％）の増益となりまし

た。 

  

・報告セグメントの業績 

①自動化事業 

主要顧客層である自動車業界では、需要は堅調に推移しましたが、液晶・半導体などのエレクトロ

ニクス関連業界では生産活動の停滞が継続しました。そのような状況下、当社グループは国際市場に

おいてミスミモデルを浸透させることで顧客数を拡大、売上高は721億８千７百万円となり、前年同

期比では97億４千７百万円（15.6％）の増収となりました。営業利益は122億２百万円となり、前年

同期比では22億５千８百万円（22.7％）の増益となりました。 

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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②金型部品事業 

金型部品事業は、主要顧客である自動車関連業界は底堅く推移したことと、Dayton社及びAnchor

Lamina社を平成24年11月に買収したことにより、売上高は416億８千６百万円となり、前年同期比で

は194億８千４百万円（87.8％）の増収となりました。営業利益は24億２千２百万円となり、前年同

期比では２億９千２百万円（13.7％）の増益となりました。 

③エレクトロニクス事業 

エレクトロニクス事業は、液晶・半導体業界の低迷の影響はあったものの、売上高は99億５千９百

万円となり、前年同期比では７億４千９百万円（8.1％）の増収となりました。一方、営業利益は７

億４千６百万円となり、前年同期比では１億６千万円（△17.7％）の減益となりました。 

④その他事業 

その他事業は、工具、保守・メンテナンス用品・消耗品（ＭＲＯ）の各事業より構成されていま

す。主力商品である超硬エンドミルの販売が好調に推移したことで、その他事業の売上高は55億９千

５百万円となり、前年同期比では５億３千４百万円（10.6％）の増収となりました。一方、営業利益

は３億４百万円となり、前年同期比では１億７千７百万円（△36.9％）の減益となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ161億２千９百万円増加し、1,524億

３千２百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が108億１千４百万円増加したこと、受取

手形及び売掛金が30億２千３百万円増加したこと、商品及び製品が24億１百万円増加したことにより流

動資産が150億４百万円増加したこと、有形固定資産が19億１千５百万円増加したこと、無形固定資産

が６億７千４百万円増加したこと、及び投資その他資産が14億６千５百万円減少したことであります。

総負債は前連結会計年度末に比べ66億８千４百万円増加し、393億５千６百万円となりました。この

主な要因は、支払手形及び買掛金が４億９千７百万円増加したこと、未払法人税等が20億８千７百万円

減少したこと、賞与引当金が８億４千１百万円増加したこと、その他流動負債が38億９百万円減少した

ことにより流動負債が43億２千万円減少したこと、及び新株予約権付社債を発行したことにより固定負

債が110億４百万円増加したことであります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ94億４千５百万円増加し、1,130億７千５百万円となりました。こ

の主な要因は、利益剰余金が61億６千４百万円増加したことにより株主資本が70億３百万円増加したこ

と、為替換算調整勘定等のその他の包括利益累計額が24億３千万円増加したことであります。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度末の75.6％から73.8％となりました。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

  

(4) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は３億５千９百万円であります。 

  

(5) 生産、受注及び販売の状況 

当第３四半期連結累計期間において、金型部品事業の生産、受注及び販売の実績が著しく増加してお

ります。これは、主としてDayton社及びAnchor Lamina社を平成24年11月に買収したことによるもので

あります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) １ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

２ 提出日現在の発行数には、平成26年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。 

３ 単元株式数は100株であります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、当第３四半期会計期間において、新株予約権付社債を発行しております。本新株予約権付社

債の内容は、次のとおりであります。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 340,000,000 

計 340,000,000 
 

種類
第３四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月７日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 90,925,984 90,925,984 
東京証券取引所 
（市場第一部）

(注)１、３

計 90,925,984 90,925,984 ― ―
 

 2018年満期ユーロ米ドル建転換社債型新株予約権付社債(平成25年10月21日発行) 

決議年月日 平成25年10月３日 

新株予約権の数(個) 1,000 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,718,129(注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額(米ドル) 36.79(注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成25年11月４日 

～平成30年10月８日(注)３ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額 

(注)４ 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付さ
れたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。

代用払込みに関する事項 (注)６ 

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項 

(注)７ 
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(注) １   本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式（単元株式数100株）とし、その行使により

当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注)２記載の転換価額で除し

た数とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

２ (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価

額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却され

るものとする。 

(2) 本新株予約権の行使時の払込金額（以下「転換価額」という。）は米ドル建とし、当初転換価額は、

36.79米ドルとする。転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額

で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発

行株式数」は当社の発行済普通株式総数（但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。）をいう。 

 また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）・併

合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）等の発行、一定限度を超える配当支払（特別配当の実施を含む。）、その他一定

の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

３ (1) 本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスク

イーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における３営業日前の日の銀行営業終了時（行使

請求受付場所現地時間）まで（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還の場合

に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。) 、 (2) 本新株予約権付社債

権の所持人の選択による本社債の繰上償還がなされる場合には、償還通知書が財務・支払・譲渡・新株予約権

行使請求受付代理人に預託された時まで、 (3) 本新株予約権付社債の買入消却がなされる場合には、当該新

株予約権付社債に係る本社債の消却が行われるまで、また (4) 債務不履行等による強制償還の場合には、期

限の利益喪失時までとする。但し、上記いずれの場合も、平成30年10月８日の銀行営業終了時（行使請求受付

場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできない。  

また、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断し

た場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指

定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。 

４ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定める

ところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。 

５ (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。 

(2) 平成30年７月23日（但し、当日を除く。）までは、本新株予約権付社債券の所持人は、ある四半期の最後

の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値をそれぞれの取引

日における為替レートにより米ドルに換算し１セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において

適用のある転換価額の120％（１セント未満を四捨五入）を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日（但

し、平成30年７月１日に開始する四半期に関しては、平成30年７月23日）までの期間において、本新株予約権

を行使することができる。 

          既発行 
株式数 

＋ 

新発行・ 
処分株式数 

× 
１株当たりの払

込金額 

  調整後 
転換価額 

＝ 
調整前 
転換価額 

× 
時  価 

  既発行株式＋新発行・処分株式数 
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６ 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額

は、その額面金額と同額とする。 

７ (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等（以下に定義する。）をして、本新株予約権付社債の要項

に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株

予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、①その時点で

適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、

③当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な（当社がこれを判断する。）費用（租税を

含む。）を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。また、かかる承継及び交付

を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努

力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織

再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の

証明書を交付する場合、適用されない。  

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び／又は本新株予約権に係

る当社の義務を引き受ける会社をいう。 

(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。 

① 新株予約権の数 

当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の

数とする。 

② 新株予約権の目的である株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的である株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を

勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は

(注)２(2)と同様の調整に服する。 

(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合

に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該

組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定

める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該

証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を

併せて受領できるようにする。 

(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新

株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の

新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、

承継された本社債の額面金額と同額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編等の効力発生日又は上記(1)記載の承継及び交付の実行日のうちいずれか遅い日から、本新株

予約権の行使期間の満了日までとする。 
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⑥ その他の新株予約権の行使の条件  

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、

(注)５(2)と同様の条件に服する。 

⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の

端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増

加する資本金の額を減じた額とする。 

⑧ 組織再編等が生じた場合 

承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。 

⑨ その他 

承継会社等の新株予約権の行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継

会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。 

(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引受又は承継させる場合、本新

株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年10月１日～ 
平成25年12月31日 

― 90,925 ― 6,315 ― 13,014 
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(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成25年９月30日の株主名簿により記載しておりま

す。 

  
① 【発行済株式】 

(注) １  「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ
2,400株(議決権24個)及び28株含まれております。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式９株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 役職の異動 

  

      平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 
普通株式  270,700 
(自己保有株式）

―
権利内容に何ら限定のない 
当社における標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 90,596,500 905,965 同上 

単元未満株式 普通株式   58,784 ― 同上 

発行済株式総数  90,925,984 ― ―

総株主の議決権 ― 905,965 ―
 

    平成25年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数 
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社ミスミグループ本社 

東京都文京区後楽
二丁目５番１号 

270,700 ― 270,700 0.3 

計 ― 270,700 ― 270,700 0.3 
 

２ 【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役副会長 代表取締役社長 高家 正行 平成25年12月１日

代表取締役社長 専務取締役 大野 龍隆 平成25年12月１日
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており

ます。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,881 44,695

受取手形及び売掛金 ※  30,553 ※  33,576

有価証券 2,602 2,306

商品及び製品 13,711 16,113

仕掛品 1,289 1,640

原材料及び貯蔵品 3,759 3,599

その他 6,788 5,679

貸倒引当金 △227 △247

流動資産合計 92,358 107,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,927 8,008

機械装置及び運搬具（純額） 6,541 6,582

土地 3,854 3,826

その他（純額） 1,092 2,913

有形固定資産合計 19,415 21,331

無形固定資産   

ソフトウエア 3,911 3,472

のれん 6,653 6,307

その他 8,085 9,544

無形固定資産合計 18,649 19,324

投資その他の資産   

投資有価証券 3,292 1,806

その他 2,677 2,700

貸倒引当金 △92 △94

投資その他の資産合計 5,878 4,412

固定資産合計 43,943 45,068

資産合計 136,302 152,432
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  8,704 ※  9,201

短期借入金 1,000 900

未払法人税等 3,744 1,657

賞与引当金 1,663 2,504

役員賞与引当金 291 630

その他 11,020 7,210

流動負債合計 26,424 22,104

固定負債   

新株予約権付社債 － 10,505

退職給付引当金 2,569 2,848

役員退職慰労引当金 498 537

その他 3,179 3,362

固定負債合計 6,247 17,252

負債合計 32,672 39,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,315 6,315

資本剰余金 16,449 16,639

利益剰余金 81,505 87,670

自己株式 △943 △294

株主資本合計 103,327 110,331

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20 13

為替換算調整勘定 △333 2,103

その他の包括利益累計額合計 △313 2,116

新株予約権 351 306

少数株主持分 264 320

純資産合計 103,630 113,075

負債純資産合計 136,302 152,432
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 98,145 127,152

売上原価 57,503 72,731

売上総利益 40,641 54,420

販売費及び一般管理費 27,843 39,407

営業利益 12,798 15,013

営業外収益   

受取利息 157 152

補助金収入 － 93

雑収入 96 123

営業外収益合計 253 369

営業外費用   

売上割引 26 38

為替差損 360 228

雑損失 16 40

営業外費用合計 403 306

経常利益 12,649 15,075

特別利益   

固定資産売却益 175 －

関係会社株式売却益 224 －

関係会社清算益 － 99

特別利益合計 399 99

特別損失   

厚生年金基金脱退損失 984 －

移転費用 320 －

特別損失合計 1,305 －

税金等調整前四半期純利益 11,743 15,174

法人税等 4,797 5,820

少数株主損益調整前四半期純利益 6,945 9,354

少数株主利益 － 15

四半期純利益 6,945 9,338
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,945 9,354

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 46 △6

為替換算調整勘定 731 2,437

持分法適用会社に対する持分相当額 － 0

その他の包括利益合計 777 2,430

四半期包括利益 7,723 11,784

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,723 11,775

少数株主に係る四半期包括利益 － 8
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【注記事項】 

(継続企業の前提に関する事項) 

 該当事項はありません。  

  

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

  

  

(会計方針の変更等) 

 該当事項はありません。 

  

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

 該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

 該当事項はありません。 

  

(四半期連結貸借対照表関係) 

※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

  

  

(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 
当第３四半期連結累計期間

(連結の範囲の重要な変更) 

第１四半期連結会計期間においてSURUGA POLSKA Sp. z o. o.は、重要性が低下したため、連結の範囲から除

外しております。 
 

  前連結会計年度 
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日)

受取手形 442百万円 432百万円 

支払手形 168百万円 150百万円 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及

びのれんの償却額は、次のとおりであります。 

 

  
(株主資本等関係) 

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 

  

  (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

減価償却費 2,198百万円 3.163百万円 

のれんの償却額 184百万円 1.128百万円 
 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月18日 
定時株主総会 

普通株式 1,160 13.00 平成24年３月31日 平成24年６月19日 利益剰余金

平成24年10月31日 
取締役会 

普通株式 1,007 11.25 平成24年９月30日 平成24年12月10日 利益剰余金
 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月14日 
定時株主総会 

普通株式 1,463 16.20 平成25年３月31日 平成25年６月17日 利益剰余金

平成25年10月29日 
取締役会 

普通株式 1,512 16.68 平成25年９月30日 平成25年12月９日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

  

２．報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整

に関する事項) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

「金型部品事業」セグメントにおいて、米国金型部品メーカー買収等により、当第３四半期連結累計

期間にのれんが6,234百万円発生しております。 

なお、取得原価の資産配分が完了していないため、発生したのれんは暫定的な金額であります。 

  

  報告セグメント 
調整額

四半期連結 

損益計算書 

計上額  自動化事業
金型部品  

事業

エレクトロ 

ニクス事業
その他事業 計

売上高               

外部顧客への売上高 62,440 22,202 9,210 5,060 98,913 △767 98,145 

セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― ― 

計 62,440 22,202 9,210 5,060 98,913 △767 98,145 

セグメント利益 9,943 2,130 907 482 13,463 △664 12,798 
 

（単位：百万円）

売上 金額

報告セグメント計 98,913 

連結子会社の決算日と連結決算日が異なる事による調整 △772 

その他の調整額 4 

四半期連結損益計算書の売上高 98,145 
 

 

（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 13,463 

連結子会社の決算日と連結決算日が異なる事による調整 △666 

その他の調整額 1 

四半期連結損益計算書の営業利益 12,798 
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当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

  

※(参考情報) 

セグメント利益にDayton社及びAnchor Lamina社買収にかかるのれん・その他無形固定資産の償却費を加算した利益 

  

２．報告セグメントの合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整

に関する事項) 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

  報告セグメント 
調整額

四半期連結 

損益計算書 

計上額  自動化事業
金型部品 

事業

エレクトロ 

ニクス事業
その他事業 計

売上高               

外部顧客への売上高 72,187 41,686 9,959 5,595 129,429 △2,276 127,152 

セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― ― 

計 72,187 41,686 9,959 5,595 129,429 △2,276 127,152 

セグメント利益 12,202 2,422 746 304 15,675 △662 15,013 
 

のれん等償却前セグメント利益 12,202 3,975 746 304 17,228 △662 16,566 
 

（単位：百万円）

売上 金額

報告セグメント計 129,429 

連結子会社の決算日と連結決算日が異なる事による調整 △2,207 

その他の調整額 △69 

四半期連結損益計算書の売上高 127,152 
 

 
（単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 15,675 

連結子会社の決算日と連結決算日が異なる事による調整 △376 

その他の調整額 △286 

四半期連結損益計算書の営業利益 15,013 
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（補足情報） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１．地域に関する情報 

(1)売上高 

（単位：百万円） 

(注)売上高は当社グループの本邦と本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

(2)有形固定資産 

（単位：百万円） 

  

２．のれんに関する報告セグメント別情報 

（単位：百万円） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

１．地域に関する情報 

(1)売上高 

（単位：百万円） 

     (注)売上高は当社グループの本邦と本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

(2)有形固定資産 

  （単位：百万円） 

  

２．のれんに関する報告セグメント別情報 

（単位：百万円） 

日本 アメリカ 中国 アジア ヨーロッパ その他 計

66,964 4,104 11,387 12,054 3,007 626 98,145 
 

 

日本 ベトナム 中国 アメリカ その他 計

10,640 3,432 1,271 1,641 1,517 18,504 
 

  自動化事業 金型部品事業 合計

当第３四半期 

連結累計期間償却額
184 ― 184 

当第３四半期末残高 61 6,234 6,295 
 

日本 アメリカ 中国 アジア ヨーロッパ その他 計

70,044 16,431 16,184 16,377 6,329 1,785 127,152 
 

 

日本 ベトナム 中国 アメリカ その他 計

10,323 4,252 3,237 2,055 1,462 21,331 
 

  金型部品事業

当第３四半期 

連結累計期間償却額
1,128 

当第３四半期末残高 6,307 
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(金融商品関係) 

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

(有価証券関係) 

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。 

  

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

第52期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）剰余金の配当（中間配当）については、平成25

年10月29日開催の取締役会において、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次の

とおり剰余金の配当（中間配当）を行うことを決議いたしました。 

①  配当金の総額                                       1,512百万円 

②  １株当たりの金額                                       16.68円 

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日          平成25年12月９日 

  

項目 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額 77.64円 103.08円 

    (算定上の基礎)     

    四半期純利益金額(百万円) 6,945 9,338 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 6,945 9,338 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 89,462 90,597 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 77.50円 102.64円 

    (算定上の基礎)     

    普通株式増加数(千株) 154 392 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 

― 

2018年満期ユーロ米ドル建
転換社債型新株予約権付社
債（額面総額１億米ドル、
新株予約権1,000個） 

 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成26年２月７日

株式会社 ミスミグループ本社 

取締役会  御中 

  

  

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ミスミグループ本社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結
会計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日
から平成25年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損
益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミスミグループ本社及び連結子会
社の平成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正
に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 トーマツ 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士    中    塚       亨    印 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士    早    稲    田    宏    印 
 

  

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年２月７日 

【会社名】 株式会社ミスミグループ本社 

【英訳名】 MISUMI Group Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役副会長 高 家 正 行 

【最高財務責任者の役職氏名】 常務執行役員 ＣＦＯ 男 澤 一 郎 

【本店の所在の場所】 東京都文京区後楽二丁目５番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  

  

  
 



当社代表取締役副会長高家正行及び当社常務執行役員ＣＦＯ男澤一郎は、当社の第52期第３四半期(自

平成25年10月１日 至 平成25年12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正

に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】



ファイル名:0000000_2_hyo4_0798547502602.doc 更新日時:2003/12/24 9:47:00 印刷日時:14/02/12 11:57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	第３四半期報告書
	表紙
	中扉
	目次
	扉
	第一部　【企業情報】
	第１　【企業の概況】
	１　【主要な経営指標等の推移】
	２　【事業の内容】

	第２　【事業の状況】
	１　【事業等のリスク】
	２　【経営上の重要な契約等】
	３　【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

	第３　【提出会社の状況】
	１　【株式等の状況】
	２　【役員の状況】

	第４　【経理の状況】
	１　【四半期連結財務諸表】
	２　【その他】


	第二部　【提出会社の保証会社等の情報】
	四半期レビュー報告書
	確認書




